
 

 

 

 

 

 

 

 

１ 実効性のある「学校防災マニュアル」にするために 

○学校が所在する災害特性に応じた学校独自のマニュアル作成が基本であ

る。 

○マニュアルに基づいた訓練や研修等を繰り返し行い、①訓練→②評価→③

改善のための整備をすること。 

○マニュアルの作成・見直しにあたっては、校内防災委員会等の組織を中心

に行うとともに全職員が評価・改善のプロセスに関わる工夫をすること。 

○学校だけでなく、マニュアルの内容を保護者や地域住民等に周知するとと

もに、連携体制を構築していくこと。 

 

２ 本書の活用について 

○本書は、「学校防災マニュアル（地震津波災害）作成の手引き」（H２４

文部科学省）及び「学校保健・安全・給食管理の手引き」（H21 岡山県

教育庁保健体育課）等を基に作成した見本を例示している。 

○各学校ではこれらの手引きと、この作成（例）を活用して、自校の防災マ

ニュアルを再度点検のうえ、マニュアルに基づく訓練の実施や検証を併

せて行い、実効性のあるものにすること。 

  

本書データダウンロード→ホームページ「岡山県教育庁保健体育課」 

 

平成２５年１月 岡山県教育庁保健体育課 

学校防災マニュアル（地震津波災害） 

作成例 
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○○立○○学校 防災マニュアル 

○目 次○ 

事前の危機管理体制の整備（備える） 

１ 校内防災委員会の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

２ 防災教育年間計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３  

  ３ 学校及び周辺地域の災害想定・避難場所・・・・・・・・・・・・５ 

  ４ 避難場所及び避難経路図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

  ５ 災害時配備体制（休日・夜間時）・・・・・・・・・・・・・・・７ 

  ６ 教職員の緊急連絡体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

  ７ 児童生徒等の安否確認と連絡体制（休日・夜間・登下校時）・・１０  

８ 施設設備の安全管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

（１）施設設備等の安全点検 （２）安全対策の実施 

（３）非常持ち出し品・備蓄品の点検  

発生時の危機管理対応（命を守る） 

  
９ 災害発生時別の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

  （１）在校中 （２）休憩中 （３）登下校中 

（４）校外活動中 （５）休日・夜間 

事後の危機管理体制の整備（立て直す） 

 １０ 学校災害対策本部の編成・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

１１ 災害発生時における被害報告及び緊急連絡先・・・・・・・・・２５ 

１２ 児童生徒等の保護者への引き渡し・・・・・・・・・・・・・・２６ 

１３ 避難所運営支援体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

＜その他参考資料＞ 

・災害時（大地震発生時）アクションカード・・・・・・・・・・・・３１ 

１４ 災害時の学校再開までの手順等について・・・・・・・・・・・３３ 
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１ 校内防災委員会の設置（例） 

 

１ 学校の防災の充実を図るため、校長を委員長とする防災委員会を設置する。 

 

２ 委員は防災管理者（副校長、教頭）をはじめ事務（部・局）長、教務主任、厚生課長、生徒指導

主事、保健主事、養護教諭、（学年主任）で編成する。 

 

３ 委員会の開催は定例会と臨時会とし、計画的に開催する。 

 

４ 防災委員会は警報等が発令された時は警戒本部となり、災害が発生した場合は対策本部となる。 

 

５ 防災委員会は次の事項について審議する。 

（１）  学校防災についての研究・調査に関すること 

（２）  学校防災マニュアルの立案に関すること 

（３）  校舎内外の施設，設備等安全管理に関すること 

（４）  避難訓練をはじめとする防災教育の充実に関すること 

（５）  教職員の研修等に関すること 

（６）  関係機関との連携に関すること 

（７） 学校施設が避難所となった場合の協力体制に関すること 

（８） その他、学校防災の推進・運営に関すること 

            「学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き」（Ｈ２４文部科学省）より一部改変 

 防災委員会編成表（例） 

委員名 職名 氏 名 平常時担当 災害時担当 

委員長 校長 ○○ 総務（庶務） 

・校内防災体制の見直し 

・保護者・地域等関係機関と

の連携体制の構築 

災害対策本部長 

副委員長 

 

副校長・教頭 

事務（局・部）長 

○○ 

○○ 

副本部長（情報収集等） 

委員 教務主任 ○○ 安否確認・避難誘導班長 

委員 厚生課長 ○○ 安全管理担当 

・施設・設備の安全点検 

・防災教育（防災訓練）担当 

・推進計画、指導計画の作成 

安全点検・消火班応急復旧班

長 

委員 生徒指導主事 ○○ 避難所支援班長 

 養護教諭 ○○ 救急担当 

応急処置研修等の実施 

救急医療・救護班長 

 保健主事 ○○ 

（委員） （１学年主任） ○○   

（委員） （２学年主任） ○○   

（委員） （３学年主任） ○○   
 

＜作成上の留意点＞ 

 ・防災委員会の設置は、学校安全委員会や危機管理委員会等、現在学校で設置している委

員会を活用するなど、学校の実態に応じた設置の方法がある。 

・防災委員会の編成は、学校の規模に応じた編成とすることとし、平常時の担当、災害時
の担当を明確にした上、一人に加重負担にならないよう配慮する。 

＜参考資料＞ 

 ・「学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き」（Ｈ２４文科省）ｐ１０ 

 ・「学校保健・安全・給食管理の手引き」（Ｈ２１県教育庁保健体育課）ｐ１２９ 
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２ 防災教育年間計画（例） 

 小学校（例） 

＜ねらい＞   
「自他の生命を尊重し、災害発生時に適切に判断し、主体的に行動できる児童の育成」 

低学年：身の回りの災害について知り、近くの大人に従うなど、安全で適切な行動がとれるよう

にする。 

中学年：地域の自然や災害について知り、自ら安全で適切な行動がとれるようにする。 

高学年：我が国の自然や災害のメカニズムについて知り、様々な場面に応じて自ら安全で適切

な行動とれるようにする。また、他の人々の安全にも気配りできるようにする。 

 

月 教科・学級活

動 

内  容 行事・訓練等 防災管理・組織活動 

４ 学級活動 

（全学年） 

生活（３年） 

  （１，２年） 

災害時の正しい行動の仕方 

 

わたしたちのまち 

安全な生活 

防災訓練（火災） 第 1回校内防災委員会 

教職員研修 

（危機管理対応） 

 

５ 理科（４年） 天気と気温   

６ 学級活動 

  （全学年） 

 

 

「おかしも」の約束 

低学年：身の守り方 

中学年：安全な避難場所 

高学年：地域の避難場所 

 防災安全点検 

７ 体育（５年） けがの防止 防災訓練（地震・火

災） 

 

８    地域との協議会 

教職員研修（救命講習） 

９ 家庭科（６年） 

 

社会（４年） 

快適な衣服と住まい【家具の

固定】 

郷土をひらく 

  

１０ 学級活動 

（全学年） 

合同訓練の参加の仕方 合同防災訓練 

（地震・津波） 

 

１１ 総合学習（５年） 

 

防災マップづくり  （地域防災訓練） 

１２ 学級活動 

（全学年） 

 

ストーブの取扱いと消火 引き渡し訓練（参観

日にあわせて実施） 

防災安全点検 

 １ 理科（６年） 大地のつくりと変化   

 ２ 図工 防災ポスター  第 2回校内防災委員会 

ＡＥＤ点検 

 ３     

＜作成上の留意点＞ 

 ・防災教育に関する年間計画の作成にあたっては、防災訓練を中心とし、教科や学級活動
と関連づけながら効果的にすすめられるよう考慮する。 

 ・防災管理・組織活動に関する年間計画の作成にあたっては、防災委員会や教職員の研修、
防災に関する安全点検、地域との連絡会等について他の安全管理と関連づけながら計画
を立てる。 
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＜参考資料＞ 

 ・「生きる力をはぐくむ学校での安全教育」（Ｈ２１文部科学省）  

中・高校（例） 

＜ねらい＞ 「自ら考え、地域に貢献できる生徒を育てる」 

 

１年：災害時に自らの役割を自覚し行動できる態度を養う 

２年：地域を知り、他の人を助ける具体的な技能を身につける。 

３年：社会人としての自覚を高めるとともに、災害時に進んで防災活動に参加し、対応できる

能 

力を身につける。 

 

月 教科・学級活

動 

内  容 行事・訓練等 防災管理・組織活動 

４ 学級活動 

（全学年） 

風水害時等警報発令時の対

応に関すること 

 第 1回校内防災委員会 

教職員研修 

（危機管理対応） 

 

５ 学級活動 

（全学年） 

 

災害発生時の行動を考える 防災訓練（地震・火

災） 

 

６ 保健（２年） 

 

応急手当   

７    防災安全点検の実施 

８   高校生地域防災ボラ

ンティア養成研修参

加 

地域との協議会 

教職員研修（救命講習） 

９ 家庭科（２年） 

 

非常食づくり   

１０ 学級活動 １年：地震発生のメカニズム 

２年：災害時の行動 

３年：災害時にできる支援 

合同防災訓練 

（地震・津波） 

防災講習会 

 

１１ 地理（１年） 

 

プレートの境界  （地域防災訓練） 

１２ 学級活動 

 

ストーブの取扱いと消火 防災訓練（火災） 防災安全点検の実施 

 １ 理科（１年） 

 

地震災害と震度   

 ２    第 2回校内防災委員会 

ＡＥＤ点検 

 ３     

＜作成上の留意点＞ 

 ・防災教育に関する年間計画の作成にあたっては、防災訓練を中心とし、教科や学級活動
と関連づけながら効果的にすすめられるよう考慮する。 

 ・防災管理・組織活動に関する年間計画の作成にあたっては、防災委員会や教職員の研修、
防災に関する安全点検、地域との連絡会等について他の安全管理と関連づけながら計画
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を立てる。 

＜参考資料＞ 

 ・「生きる力をはぐくむ学校での安全教育」（Ｈ２１文部科学省） 

 

３ 学校および周辺地域の災害想定および避難場所（例） 

 

災害項目 被害想定（場所） 避難場所 

火災 ＜火元確認場所＞ 
 理科室・調理室・給湯室・ボイラー室・食堂 

①グラウンド 
②体育館（雨天時等の場合） 

地震 ＜大地震が発生した場合＞ 
 校舎○棟・○棟は未耐震化。倒壊のおそれ 

 図書室・理科室は、ロッカー、棚の転倒のおそれ 
  

①グラウンド 
②体育館（雨天時等の場合） 
 

液状化 学校および周辺は、軟弱地盤のため、液状化のおそれ  

津波 ＜南海トラフ地震発生の場合＞ 

地震発生後２時間３０分で津波到着 
満潮時最大波高２．５ｍ（校舎１階部分の浸水） 

①○○山神社 

②校舎○棟３階以上 
 

洪水 過去の豪雨時に○○川が氾濫 
校舎１階部分が浸水の可能性あり 

校舎２階以上 

土砂崩れ 学校に隣接する○○山は、土砂災害のおそれがある場所に
指定されている。豪雨時、地震発生時は、校舎○棟が被害
のおそれ。 

①グラウンド 

②体育館（雨天時） 
③校舎○棟 

 

学校周辺の避難所 

避難所 場所 連絡先 

 

指定避難所 

 

本校（指定されています）  

○○小（中）学校  

○○公民館  

広域避難所 ○○運動公園  

 

＜作成上の留意点＞ 

・校区内のハザードマップ等で確認の上、考えられるリスク、避難場所を最大限想定して
おくこと。 

・避難場所については、建物倒壊や雨天時等も考慮し、複数設定するとともに、市町村危
機管理担当部署や専門家、過去の災害等の意見や情報を参考に決定する事が望ましい。 

＜参考資料＞  

・「学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き」（Ｈ２４文科省）ｐ１１、１２ 

・ハザードマップ、地震被害想定・津波・浸水被害想定図等 

             →岡山県危機管理課ホームページ、各市町村ホームページ 
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４ 避難場所及び避難経路図（例） 

 

 

 

 

 

 

 

             ○校舎内避難経路図を作成し添付しましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

○校外の避難所・避難経路図を作成しましょう。 

（周辺の指定避難所・広域避難場所等も記載しましょう） 

 

 

＜作成上の留意点＞ 

・避難場所・避難経路図は、校舎内避難経路図、校外避難経路図をケースごとに作成する。
また、学校周辺の指定避難場所や、津波・洪水・土砂崩れなどの区域を色分けし、 

 図に示す方法もある。 
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５ 災害時配備体制（休日・夜間時）（例） 

 

配備体制 災害 教職員配置と対応 

風水害 地震・津波 

 

注意体制 

大雨、洪水注意報 

大雪警報 

津波注意報 無し 

 

 

 

警戒体制 

 

大雨・洪水 暴風・

暴風雪警報 

震度４又は長周期

地震動階級３ 

 

南海トラフ地震臨

時情報（調査中） 

＜教職員＞校長・副校長・教頭・事務（局・

部）長 

＜対応＞ 

①施設設備の被害の確認と報告   

教頭→校長→県教委（財務課） 

   ↑↓ 

   事務（局・部）長 

  ※復元は県教委報告後にすること 

②授業の有無決定と県教委・生徒報告 

 

 

 

 

 

特別警戒体制 

相当規模の被害の

発生又はそのおそ

れのある場合 
暴風・大雨・洪水・高

潮・水防警報のいずれか
が発表され、次のいずれ
かに該当する場合 

①岡山県の区域の一
部が台風の 12時間後進
路予報円内に入り、相当

規模の災害が発生する
おそれがある場合 

②河川水位がはん濫

危険水位（危険水位）を
超えるおそれがある場
合 

③土砂災害警戒情報
が発表されている地域
に、さらに記録的短時間

大雨情報が発表された
場合 

④その他、相当規模の

災害が発生し又は発生
するおそれがある場合 

 

震度５（弱）又は長

周期地震動階級４ 

 

津波警報 

 

南海トラフ地震臨

時情報（巨大地震

注意） 

＜教職員＞校長・副校長・教頭・事務（局・

部）長・教諭○○ ※学校から５ｋ以内の

教諭等をあてる 

＜対応＞ 

①施設設備の確認と報告   

教頭→校長→県教委（財務課） 

   ↑↓ 

   事務（局・部）長 

※復元は県教委報告後にすること 

②（状況により）生徒の安否確認・授業有

無の決定 

担任→学年主任→教頭→県教委 

    （高校教育課高校魅力化推進室） 

 

 

 

 

 

 

非常体制 

甚大な被害の発生

又はそのおそれが

ある場合 
①特別警報（大雨、暴

風、暴風雪、大雪、高潮、

波浪）が発表された場合 

②その他、甚大な被害
が発生し又は発生する

おそれがある場合 

震度５（強）以上 

 

大津波警報 

 

南海トラフ地震臨

時情報（巨大地震

警戒） 

＜教職員＞全教職員が配置 
＜原則＞学校に出勤 

＜出勤できない場合＞ 

 ・途中の情報を持って最寄りの機関・学

校等へ仮配備し、学校長に報告・指示

を受ける 

＜対応＞ 

① 教職員の安否被害確認 

  連絡網→校長→県教委 

（高校教育課高校魅力化推進室） 

②生徒の安否確認・授業有無の決定 

  担任→学年主任→校長（教頭）→県教

委 

（高校教育課高校魅力化推進室） 
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③ 施設設備の被害確認と報告 

各室管理者→教頭→校長→県教委 

（財務課） 

   ↑↓ 

     事務（局・部）長 

※復元は県教委報告後にすること 

 

                            R6岡山県災害時配備体制を参考に作成 

＜作成上の留意点＞ 

・上記は、県立学校の場合についての配備体制を記載例としている。 

・上記、「教職員配置と対応」については、学校の実情に応じ作成すること。 

 （但し、非常体制の配置は、原則「全教職員が配置」であること。） 

・市町村立学校については、各教育委員会における危機管理配備体制に基づき作成するこ
と。 
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６ 教職員の緊急連絡体制（休日・夜間時）（例） 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○連絡方法について（例） 

・連絡がとれない場合は、次の人に連絡をして、各班長にその人物を報告する。 

・最後の人は各班長に、連絡が来たことを報告する。各班長は副本部長に、副本部長は本部長に連

絡す 

る。 

＜通信手段を失った場合＞ 

①公衆電話 ②災害時伝言ダイヤル１７１ ③（     ）で自ら本部長へ連絡する。 

                                  

＜作成上の留意点＞ 

・教職員の連絡方法については、事前にルールを決めておくことが必要である。 

・情報通信（電話等）が不通の場合も考慮し、災害伝言ダイヤル（１７１）等、複数の連
絡手段を活用する方法を周知しておく。 

 

＜参考資料＞ 

・「学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き」（Ｈ２４文科省）ｐ２３ 

本部長（校長）氏名○○ 

 電話： 

 携帯： 

 MAIL： 

副本部長（副校長）氏名○○ 

 電話： 

 携帯： 

 MAIL： 

班長 氏名○○ 

 電話： 

 携帯： 

 MAIL： 

班長 氏名○○ 

 電話： 

 携帯： 

 MAIL： 

班長 氏名○○ 

 電話： 

 携帯： 

 MAIL： 

班長 氏名○○ 

 電話： 

 携帯： 

 MAIL： 

氏名○○ 

 電話： 

 携帯： 

 MAIL： 

氏名○○ 

 電話： 

 携帯： 

 MAIL： 

氏名○○ 

 電話： 

 携帯： 

 MAIL： 

氏名○○ 

 電話： 

 携帯： 

 MAIL： 

氏名○○ 

 電話： 

 携帯： 

 MAIL： 

氏名○○ 

 電話： 

 携帯： 

 MAIL： 

氏名○○ 

 電話： 

 携帯： 

 MAIL： 

氏名○○ 

 電話： 

 携帯： 

 MAIL： 

氏名○○ 

 電話： 

 携帯： 

 MAIL： 

氏名○○ 

 電話： 

 携帯： 

 MAIL： 

氏名○○ 

 電話： 

 携帯： 

 MAIL： 

氏名○○ 

 電話： 

 携帯： 

 MAIL： 

○○立○○○学校 

 電話： 

 災害時緊急電話： 

 MAIL： 

副本部長（教頭）氏名○○ 

 電話： 

 携帯： 

 MAIL： 

副本部長（事務（局・部）長） 

氏名○○ 

 電話： 

 携帯： 

 MAIL： 
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７ 児童生徒等の安否確認・連絡体制（休日・登下校時・夜間時）（例） 

 

 

＜地震発生の場合＞ 

震度 安否確認 連絡手段 

震度４以下 ×行わない × 

震度５弱 △被害状況により校長判断 連絡手段順位 

①電話連絡 

②家庭訪問 

③避難所訪問 

震度５強以上 ○全員行う 

  

 

＜安否確認時の内容＞ 

○児童生徒等及び家族の安否・けがの有無 

○被災状況（児童生徒等の様子・困っていることや不足している物資等） 

○居場所・今後の連絡先・連絡方法  等 

 

＜作成上の留意点＞ 

・保護者等との安否確認の連絡方法については、事前にルールを決めておくことが必要で
ある。 

・通信手段（電話等）が不通の場合も考慮し、災害伝言ダイヤル（１７１）や学校ホーム
ページ等、複数の手段を利用する方法を周知しておく。 

 

＜参考資料１＞ 

・「学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き」（Ｈ２４文科省）ｐ２３ 

 

＜参考資料２＞ 

避難確認カード（安否確認カード）（例） 

  登下校中や休日中・夜間中の災害時に安否確認するための避難先を確認しておくこと。 

学年 組 氏名 

（男 ・ 女） 

地区名  

避難場所 

 

登下校中 

①        ② 

休日中 

 ①        ② 

保護者名 

 

 緊急連絡先  

避難場所 

 

①             ② 

 （※）児童生徒調査票等に追記する方法もある。 
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８ 施設設備等の安全管理（例） 

 

（１）施設設備等の安全点検 

 

 ①定期の安全点検 

・施設管理責任者（火元責任者）一覧による毎月（毎学期）の安全点検と併せて、 

防災点検を毎年（  ）月、（  ）月に実施する。（参考資料２：点検カード例） 

②臨時の安全点検 

 ・文化祭・体育祭等の学校行事の前後、暴風雨・地震・近隣での火災等の災害時に必要に応じ

て実施する。 

  ・安全性に関する新たな知見が示された際など、教育委員会施設担当課の指示に従い実施する。 

 ③日常の安全点検 

  ・毎授業日ごとに児童生徒等が最も多く活動を行うと思われる箇所について点検を実施する。 

  ・施設を日常的に使用する者として日々活動する中で施設設備の不具合を見つけ危険箇所の把

握に努める。  

④避難経路・避難場所・通学路危険箇所の点検 

  ・校内避難経路の点検 

定期の防災点検日（   ）月・（   ）月に併せて、点検を実施する。 

  ・校外避難場所、避難経路、通学路危険箇所の点検 

定期に行われる通学路点検（   ）月に併せて実施する。   

 ⑤その他（学校施設設備の状況整理） 

  ・校舎図・電気配線図、水道配管図、電話配線図等の整理（担当：事務長） 

    

（２）安全対策の実施 

・施設設備の安全点検後の対策については、ロッカー、棚などの固定、書棚等の上に重量物を置か

ない、薬品の容器等の飛び出し防止対策等、学校で可能な対策についてはすみやかに実施する。 

 

（３）非常持ち出し品・備蓄品の点検 

・別表（参考資料３：非常持ち出し品・備蓄物品管理表）に基づき、毎年（   ）月に点検を実

施する。    

 

＜作成上の留意点＞ 

 ・施設設備等の安全点検については、通常行われている定期点検や臨時点検等の中で 

防災の観点を踏まえた点検を定期に実施する等、学校の実態に合わせた方法で行うこと。 
 ・非常持ち出し品・備蓄品の管理については、津波・洪水の想定がある学校は、備蓄品を

２階以上に保管する等の考慮も必要である。また、学校に児童生徒が長時間滞在する事
も考慮し、必要な備品を準備する必要がある。 

＜参考資料１＞ 

 ・「学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き」（Ｈ２４文科省）ｐ１４、１５ 

 ・地震による落下物や転倒物から子どもたちを守るために 

         ～非構造部材の耐震化ガイドブック～  （Ｈ２２文科省） 
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記入者名

点検日

点検箇所
（該当に○）

階 室名

脱落 変形 剥離 破損 変質
・
落
ち
そ
う

・
ぶ
ら
下
が

っ
て
い
る

・
垂
れ
て
い
る

・
ず
れ
て
い
る

・
凹
ん
で
い
る

・
傾
い
て
い
る

・
た
わ
ん
で
い
る

・
ゆ
が
ん
で
い
る

・
曲
が

っ
て
い
る

・
ガ
タ
つ
い
て
い
る

・
剥
が
れ
て
い
る

・
ふ
か
ふ
か
す
る

・
膨
ら
ん
で
い
る

・
割
れ
て
い
る

・
折
れ
て
い
る

・
破
れ
て
い
る

・
切
れ
て
い
る

・
腐

っ
て
い
る

・
錆
び
て
い
る

・
シ
ミ
が
あ
る

Ⅰ． 天井

(1) 天井
天井材（天井仕上げボード）に破損等の
異状は見当たらないか。

22

Ⅱ． 照明器具

(1) 照明器具
照明器具に変形、腐食等の異状は見当
たらないか。

22

Ⅲ． 窓・ガラス

(1) 窓ガラス
窓ガラスにひび割れ等の異状は見当た
らないか。

23

(2) 窓ガラス周辺
地震時に衝突の危険性のあるものを窓
ガラス周辺に置いていないか。

23

(3) 建具
建具に変形（たわみ）、腐食、ガタつき
は見当たらないか。

24

(4) クレセント
開閉可能な窓のクレセントはかかってい
るか。

24

Ⅳ． 外壁（外装材）

(1) 外壁（外装材）
外壁にひび割れ等の異状は見当たらな
いか。

25

Ⅴ． 内壁（内装材）

(1) 内壁（内装材）
内壁にひび割れ等の異状は見当たらな
いか。

25

Ⅵ． 設備機器

(1) 放送機器・体育器具
本体の傾きや取付金物に腐食、破損等
は見当たらないか。

26

(2) 空調室外機 空調室外機は傾いていないか。 26

Ⅶ． テレビなど

(1) 天吊りテレビ
テレビ本体は天吊りのテレビ台に固定さ
れているか。

27

(2) 棚置きテレビ
テレビの転倒・落下防止対策を講じてい
るか。

27

(3) テレビ台
テレビ台の移動・転倒防止対策を講じて
いるか。

28

(4) パソコン
パソコン機器類の転倒・落下防止対策
を講じているか。

28

Ⅷ． 収納棚など

(1) 書棚・ロッカーなど
書棚等は取付金物で壁や床に固定して
いるか。

29

(2) 棚の積載物
書棚等の上に重量物を置いていない
か。

30

(3) 薬品棚
薬品棚の移動・転倒防止対策を講じて
いるか。

31

(4) 薬品棚の収納物
薬品の容器等の破損・飛び出し防止対
策を講じているか。

31

Ⅸ． ピアノなど

(1) ピアノなど
ピアノ等に滑り・転倒防止対策を講じて
いるか。

33

Ⅹ． エキスパンション・ジョイント

(1) カバー材
エキスパンション・ジョイントのカバー材
が変形または外れていないか。

34

(2)
エキスパンション・
ジョイント及びその周
辺

エキスパンション・ジョイント及びその周
辺に物を置いていないか。

34

防災安全点検チェックリスト（例）
≪点検結果≫

Ａ：異状は認められない、または対策済み

Ｂ：異状かどうか判断がつかない、わからない

Ｃ：明らかな異状が認められる

屋内運動場　　 教室　　　 特別教室

廊下　　 昇降口　　 外部　　 その他

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

番
号

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

参
照
ペ
ー

ジ

点検項目

劣化状況　※該当欄に○

点検結果
（Ａ・Ｂ・Ｃ）

※該当結果に○

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

＜参考資料２＞

・「地震による落下物や転倒物から子どもたちを守るために～学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック～」（Ｈ２２文科省）

特記事項
（具体的な異状箇所・状態等）

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C
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＜参考資料３＞ 非常持ち出し品・備蓄物品管理表（例） 

○非常持ち出し品（発災後、すぐに避難場所へ持ち出す物品）   

品名 持ち出し責任者 確認

日 

持ち出し品一式 

  防災マニュアル、教職員、児童生徒等連絡名簿、ラジオ、 

携帯電話、ハンドマイク、ホイッスル、乾電池 

①教頭 

②教務主任 

③（      ） 

 

救急用品一式 

 

①養護教諭 

②（      ） 

 

出席者名簿 担任（授業担当者） － 

○備蓄物品管理表 

※校内にある備蓄品及び必要物品を一覧にし、まとめておきましょう。 

  備蓄品名 数量 保管場所 使用期限 管理責任者 確認日 

 

救

急

・

救

助

用

品 

救急医薬品      

救急用品一式      

AED      

担架      

車いす      

毛布      

ハンマー      

のこぎり      

バール      

通

信

用

備

品 

等 

ラジオ      

トランシーバー      

携帯電話      

乾電池      

      

      

誘

導

用

備

品 

等 

ハンドマイク      

軍手      

ロープ      

投光器      

ホイッスル      

      

飲

食

用

品 

水      

非常食料      

      

      

そ

の

他 

バケツ      

簡易トイレ      

ブルーシート      

嗜好品（おもちゃ等）      
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地震発生時の対応 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

９ 災害時別対応行動 
（１）①在校中の対応 

児童等の安全確保 

避難場所決定と 

指示 

揺れがおさまる 

避 難 誘 導 

避難後の対応 

保護者への連絡 

保護者への引き

渡し 

・頭部を保護 

・机の下にもぐり、机の脚
をしっかりと持つように
指示 

・出口の確保（窓・出入り
口の開放など） 

・火災など二次災害の防止 

・安全が確認できるまでそ
の場を動かないように指
示 

・津波・土砂災害等の危険
地域の学校は、情報を収
集し素早く対応 

・避難経路・避難場所の安
全確認 

・ハンドマイク等での避難
指示 

 
・「おさない、はしらない、
しゃべらない、もどらな
い」を徹底 

・配慮を要する児童等への
対応 

・トイレ、教室、体育館等
に児童等が残っていない
か確認 

・人員を確認、安全な位置
に誘導し、落ち着かせる 

・津波警報等により、二次
避難場所への移動も考え
る 

・人員点呼と安否の確認 

・負傷者の確認と応急手当 

・関係機関への連絡 

 

・避難誘導、負傷者
搬送などの教職
員の協力・連携 

・出席簿の携帯（児
童等の確認） 

 

教職員の対応 児童等への対応・留意点 

・保護者と連絡がとれない
場合は学校で保護 

・引き渡しカードを準備 

・机の下にもぐる
など姿勢を低く
し、頭部及び上半
身を保護する 

全校避難の指示 
・津波の危険地域
の学校は、高台や
校舎の最上階へ 

・その他は、運動場
へ 

地震発生！ 

二次災害注意！ 

各学校等の立地条件や

耐震性により避難場所

を設定しておく 

 

事前に開放禁止区域を

決め、教職員で共通理

解しておくことが大切

です 

避難所運営支

援・教育再開 

・避難者の受け入れ・誘導 

・救命措置 

・避難者への情報伝達 

・教育委員会、対策本部と
の連絡  

・ 

 

・保護者とともに帰
宅 

・災害の状況により 

 学校への待機を継 

 続する 

 

 

学校等災害対策

本部の設置・対

応 

津波発生の危険 
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児童等の安全確保 

避難場所決定と 

指示 

避 難 誘 導 

避難後の対応 

保護者への連絡 

保護者への引き

渡し 

・頭部を保護 

・机の下にもぐり、机の脚
をしっかりと持つよう
に指示 

・出口の確保（窓・出入り
口の開放など） 

・火災など二次災害の防
止 

・安全が確認できるまで
その場を動かないよう
に指示 

・津波・土砂災害等の危険
地域の学校は、情報を
収集し素早く対応 

・避難経路・避難場所の安
全確認 

・ハンドマイク等での避
難指示 

 

・配慮を要する児童等へ
の対応 

・トイレ、教室、体育館等
に児童等が残っていな
いか確認 

・人員を確認、安全な位置
に誘導し、落ち着かせ
る 

・津波警報等により、二次
避難場所への移動も考
える 

・人員点呼と安否の確認 

・負傷者の確認と応急手当 

・関係機関への連絡 

 

・避難誘導、負傷者搬
送などの教職員の
協力・連携 

・出席簿の携帯（児童
等の確認） 

盲学校 
・誘導ロープや前の人
の手引きなどで離
れないようにする。 

ろう学校 
・光や旗など、視覚に
訴える方法で行動
できるようにする。 

 

教職員の対応 児童等への対応・留意点 

・保護者と連絡がとれない
場合は学校で保護 

・引き渡しカードを準備 

・机の下にもぐるなど
姿勢を低くし、頭部
及び上半身を保護
する 

盲学校 
・周囲の状況を説明
し、声をかけ続け
る。 

ろう学校 
・児童等と教職員が近
くに寄り添い、指示
が伝わりやすくす
る。 

全校避難の指示 
・津波の危険地域の
学校は、高台や校舎
の最上階へ 

・その他は、運動場へ 

学校等災害対策

本部の設置・対

応 

（１）② 在校中の対応（特別支援学校：視覚障害・聴覚障害） 

地震発生！ 

二次災害注意！ 

事前に開放禁止区域を

決め、教職員で共通理

解しておくことが大切

です 

津波発生の危険 

避難所運営支

援・教育再開 

・避難者の受け入れ・誘導 

・救命措置 

・避難者への情報伝達 

・教育委員会、対策本部と
の連絡  

・ 

 

・保護者とともに帰
宅 

・災害の状況により 

 学校への待機を継 

 続する 

 
 

揺れがおさまる 
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児童等の安全確保 

避難場所決定と 

指示 

避 難 誘 導 

避難後の対応 

保護者への連絡 

保護者への引き

渡し 

・頭部を保護 

・机の下にもぐり、机の脚
をしっかりと持つよう
に指示 

・出口の確保（窓・出入り
口の開放など） 

・火災など二次災害の防
止 

・安全が確認できるまで
その場を動かないよう
に指示 

・津波・土砂災害等の危険
地域の学校は、情報を
収集し素早く対応 

・避難経路・避難場所の安
全確認 

・ハンドマイク等での避
難指示 

 

・配慮を要する児童等へ
の対応 

・トイレ、教室、体育館等
に児童等が残っていな
いか確認 

・人員を確認、安全な位置
に誘導し、落ち着かせ
る 

・津波警報等により、二次
避難場所への移動も考
える 

・人員点呼と安否の確認 

・負傷者の確認と応急手当 

・関係機関への連絡 

 

・避難誘導、負傷者搬
送などの教職員の
協力・連携 

・出席簿の携帯（児童
等の確認） 

・声かけをして安心さ
せる。 

・心配な児童生徒に
は、 

 そばに寄り添って
行動する。 

 

教職員の対応  児童等への対応・留意点 

・保護者と連絡がとれない
場合は学校で保護 

・引き渡しカードを準備 

・机の下にもぐるなど
姿勢を低くし、頭部
及び上半身を保護
する 

・パニックを起こさな
いように、声をかけ

て安心させる。 

全校避難の指示 
・津波の危険地域の
学校は、高台や校舎
の最上階へ 

・その他は、運動場へ 

学校等災害対策

本部の設置・対

応 

（１）③ 在校中の対応（特別支援学校：知的障害） 

地震発生！ 

二次災害注意！ 

事前に開放禁止区域を

決め、教職員で共通理

解しておくことが大切

です 

津波発生の危険 

避難所運営支

援・教育再開 

・避難者の受け入れ・誘導 

・救命措置 

・避難者への情報伝達 

・教育委員会、対策本部と
の連絡  

・ 

 

・保護者とともに帰
宅 

・災害の状況により 

 学校への待機を継 

 続する 

 
 

揺れがおさまる 
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児童等の安全確保 

避難場所決定と 

指示 

避 難 誘 導 

避難後の対応 

保護者への連絡 

保護者への引き

渡し 

・教室では、児童等を教室
の中央に集める 

・出口の確保（窓・出入り
口の開放など） 

・火災など二次災害の防止 

・安全が確認できるまで
その場を動かないよう
に指示 

・津波・土砂災害等の危険
地域の学校は、情報を
収集し素早く対応 

・避難経路・避難場所の安
全確認 

・ハンドマイク等での避
難指示 

 

・児童等を移動させる時
は、車いす、ストレッチ
ャー、教職員が背負う、
など個人に合った方法
をとる。 

・トイレ、教室、体育館等
に児童等が残っていな
いか確認 

・人員を確認、安全な位置
に誘導し、落ち着かせ
る 

・津波警報等により、二次
避難場所への移動も考
える 

・人員点呼と安否の確認 

・負傷者の確認と応急手当 

・関係機関への連絡 

 

・避難誘導、負傷者搬
送などの教職員の
協力・連携 

・出席簿の携帯（児童
等の確認） 

・声かけをして安心さ
せる。 

・心配な児童生徒に
は、 

 そばに寄り添って
行動する。 

・児童等の健康に気を
配りながら行動す
る 

教職員の対応 児童等への対応・留意点 

・保護者と連絡がとれない
場合は学校で保護 

・引き渡しカードを準備 

・机の下にもぐるなど
姿勢を低くし、頭部
及び上半身を保護
する 

・パニックを起こさな
いように、声をかけ

て安心させる。 

全校避難の指示 
・津波の危険地域の
学校は、高台や校舎
の最上階へ 

・その他は、運動場へ 

学校等災害対策

本部の設置・対

応 

（１）④ 児童等在校中の対応（特別支援学校：病弱・肢体不自由） 

地震発生！ 

二次災害注意！ 

事前に開放禁止区域を

決め、教職員で共通理

解しておくことが大切

です 

津波発生の危険 

避難所運営支

援・教育再開 

・避難者の受け入れ・誘導 

・救命措置 

・避難者への情報伝達 

・教育委員会、対策本部と
の連絡  

・ 

 

・保護者とともに
帰宅 

・災害の状況によ
り 

 学校への待機を
継 

 続する 

 
 

揺れがおさまる 
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園児の安全確保 
 

避難場所決定と 

指示 

避 難 誘 導 

避難後の対応 

保護者への連絡 

保護者への引き

渡し 

・保育室では、園児を部屋
の中央に集める 

・出口の確保（窓・出入り
口の開放など） 

・火災など二次災害の防
止 

・園庭では、保育者の側に
集め姿勢を低くし、頭
部を保護する 

 

・園児を移動させる時
は、乳母車や避難車、保
育者等が背負うなど個
人に合った方法をとる 

・トイレ、保育室、ホール
等に園児が残っていな
いか確認 

・人員を確認、安全な場
所に誘導し、落ち着かせ
る 

・津波警報等により、
二次避難場所への移動も
考える。 

・人員点呼と安否の確認 

・負傷者の確認と応急手当 

・関係機関への連絡 

・避難誘導、負傷者
搬送などの保育者
等の協力・連携 

・出席簿の携帯（園
児 

の確認） 

・安心させるよう声
かけをする 

・不安を抱いている
園児には、そばに
寄り添って行動す
る 

・園児の健康状態に
気を配りながら移
動する 

保育者等の対応  園児への対応・留意点 

・保護者と連絡がとれない
場合は、保育所・幼稚園
で保護 

・引き渡しカードを準備 

・乳児は、保育士が抱
きかかえ、布団な
どで頭部及び上半
身を保護する 

・幼児は、防災頭巾等
で頭部を保護させ
る 

・パニックをおこさ
ないように、声を
かけて安心させる 

全園児避難の指示 
・津波の危険地域の
保育所・幼稚園は、
避難場所へ 

・その他は、園庭等へ 

保育所・幼稚園災害対策

本部の設置・対応 

・安全が確認できるまで
その場を動かないよう
に指示 

・津波・土砂災害等の危
険地域の保育所・幼稚
園は、情報を収集し素
早く対応 

・避難経路・避難場所の
安全確認 

・ハンドマイク等での避
難指示 

（１）⑤ 園児在園中の対応（保育所・幼稚園） 

地震発生！ 

二次災害注意！ 

事前に開放禁止区域を

決め、教職員で共通理

解しておくことが大切

です 

津波発生の危険 

揺れがおさまる 
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児童等の安全確保 

避難場所決定と 

指示 

避 難 誘 導 

避難後の対応 

保護者への連絡 

保護者への引き

渡し 

・頭部を保護 

・机の下にもぐり、机の脚を
しっかりと持つように指
示 

・出口の確保（窓・出入り口
の開放など） 

・火災など二次災害の防止 

・あらかじめ定められた校
内の各所に赴き、児童等
へ安全確認できるまで
その場を動かないよう
に指示 

・近隣の教職員と連携をと
りながら児童等の集団
編成や避難経路・避難場
所の安全確認 

・ハンドマイク等での避難
指示 

・「おさない、はしらない、
しゃべらない、もどらな
い」を徹底 

・配慮を要する児童等への
対応 

・トイレ、教室、体育館等
に児童等が残っていない
か確認 

・人員を確認後、順次、学
級担任へ引き渡す。 

・津波警報等により、二次
避難場所への移動も考え
る 

・人員点呼と安否の確認 

・負傷者の確認と応急手当 

・関係機関への連絡 

 

・避難誘導、負傷者
搬送などの教職
員の協力・連携 

・出席簿の携帯（児
童等の確認） 

 

教職員の対応 児童等への対応・留意点 

・保護者と連絡がとれない
場合は学校で保護 

・引き渡しカードを準備 

・机の下にもぐる
など姿勢を低く
し、頭部及び上半
身を保護する 

・パニックをおこ
さないように声
をかけて安心さ
せる 

全校避難の指示 
・津波の危険地域の
学校は、高台や校
舎の最上階へ 

・その他は、運動場
へ 

学校等災害対策

本部の設置・対

応 

（２）休憩中の対応 

地震発生！ 

二次災害注意！ 

事前に開放禁止区域を

決め、教職員で共通理

解しておくことが大切

です 

津波発生の危険 

避難所運営支

援・教育再開 

・避難者の受け入れ・誘導 

・救命措置 

・避難者への情報伝達 

・教育委員会、対策本部と 

の連絡  

・ 

 

・保護者とともに帰
宅 

・災害の状況により 

 学校への待機を継 

 続する 

 

 

揺れがおさまる 



- 20 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教職員の対応 

安 全 確 保 
 

児童等の 

安否確認 

校内巡視 

 

通学路巡視 

 

自宅確認 

 

関係機関への報告 

 

・校内に残っている児童
等の避難誘導、安否確
認 

児童等の対応・留意点 

・保護した児童等の家庭
への連絡 

・家庭と連絡がとれない
場合は学校で保護 

・姿勢を低くし、頭部
及び上半身を保護
する        

・建物、ブロック塀、
窓ガラス、自動販売
機等から離れる 

・可能な限りで通学路を
巡回しての児童等の安
否確認 

・避難所や児童クラブ等
も確認する 

児童等に関する

情報の集約 

・揺れがおさまった
ら、近くの空き地や
公園に避難する 

・海岸部や津波被害の
危険性がある地域
では、高台や十分な
強度のある建物の
３階以上へ避難す
る      

・山間部では、平地へ
ゆっくり移動する 

児童等の家庭への

引き渡し 

・避難後、学校、自宅
の近い方へ移動す
る 

・津波警報が出た場
合、解除されるまで避
難場所を動かない 

避  難 

（３）①登下校中の対応 

地区別児童等名

簿を作成しておく 

地震発生！ 

二次災害等注意！ 

揺れがおさまる 
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保育所・幼稚園は基本的に保護者 

が送り迎えをするので、対応の 

仕方について、通信や参観日、 

保護者会等で確認をしておく 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安 全 確 保 
 

園児の 

安否確認 

園内巡視 

 

園近辺の確認 

関係機関への報告 

 
 

・園内に残っている園児
の安否確認 

保育者等の対応 

保護者と園児への対応・留意点 

・保護した園児の家庭へ
の連絡 

・家庭と連絡がとれない
場合は、保育所・幼稚園
で保護 

 

＜徒歩・自転車の場合＞ 

・姿勢を低くし、頭部及
び上半身を保護する        

・建物、ブロック塀、窓
ガラス、自動販売機等
から離れる 

＜車の場合＞ 

・車を路肩に寄せて停車
させる 

・可能な限りで保育所・幼
稚園の近辺を見回り安
否確認 

園児に関する 

情報の集約 

・揺れがおさまったら、
近くの空き地や公園
に避難する 

・海岸部や津波被害の
危険性がある地域で
は、高台や十分な強度
のある建物の３階以
上へ避難する      

・山間部では、平地へゆ
っくり移動する 

＜車の場合＞ 

・キーをつけたまま、車
から降りて避難する 

園児の家庭への引

き渡し 

・避難後、保育所・幼稚
園、自宅の近い方へ移
動する 

・津波警報が出た場合、
解除されるまで避難
場所を動かない 

避  難 

（３）② 園児が登降園中の対応 

地区別園児名簿等を

作成しておく 

地震発生！ 

二次災害注意！ 

揺れがおさまる 
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児童等の安全確保 
 

・揺れがおさまったら、場
所によって情報を集めな
がら、安全な場所へ避難
の指示 

・海岸部や津波被害の危険
性がある地域では、速や
かに高台や十分な強度の
ある建物の３階以上へ避
難 

・児童等の不安を取り除く
声かけ 

・人員の確認 

・負傷者の確認と応急手当 

 

・学校等は保護者へ
状況を連絡する 

 

教職員の対応  児童等への対応・留意点 

・学校等への状況報告 

・所長、園長、校長からの指
示を受ける 

学校等への連絡 

・乗り物に乗車中の
場合は、乗務員の
指示に従う 

・施設利用時は係員
の指示に従う 

・山間部では、平地
へゆっくり移動す
る 

・状況に応じて、地
域の方に助けを求
める 

・状況の把握と的確な指示 

・倒壊物、落下物への注意・
指示 

・乗り物に乗車中の場合は、
乗務員の指示に従う 

・施設利用時は係員の指示
に従う 

 

避 難 誘 導 

（４）校外・園外での活動時の対応 

★あらかじめ次のこと

を確認しておく 

 

・その地域の避難場所

等の必要な情報 

・家庭、学校等への連

絡方法 

 

地震発生！ 

二次災害注意！ 

部活動中に地震

が発生した場合

も想定しておく 

・姿勢を低くし、頭
部及び上半身を
保護する        

・建物、ブロック塀、
窓ガラス等から
離れる 

・パニックをおこさ
ないように、声を
かけて安心させ
る 

揺れがおさまる 
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保育者等の対応 

学校等へ参集 
（教職員） 

児童等の 

安否確認 

自宅等での 

確認 

避難所等の 

確認 

 

児童等に関する

情報の集約 
 

・教職員の安否確認 

・災害や被害の状況によ
り、全員学校等に集合
（事前に災害の程度を
協議する必要がある。
例：震度 5以上など）  

児童等の対応・留意点 

・身を低くし、頭部及
び上半身を保護す
る 

・地区別児童等名簿を作
成しておく 

・担任及び地区担当教員
による確認 

校内施設の被害

状況確認 
 

関係機関への報告 
 

安 全 確 保 
 

・指定されている場所
へ避難する 

・津波注意報・警報が
発令された場合や
海岸部や津波被害
の危険性がある地
域では、高台や十分
な強度のある建物
の３階以上へ避難
する 

 

避  難 

（５）休日・夜間の対応 

地震発生！ 

二次災害注意！ 

揺れがおさまる 



- 24 - 

 

１０ 学校災害対策本部編成表（例） 

校長不在の場合の本部長代行 ①副校長 ②教頭 ③事務（局・部）長 

分担 担当者名 役割 準備物 

対策本部 

 

 

本部設置場所 

＜火災の場合＞ 

 体育教官室 

＜地震の場合＞ 

 ①校長室 

 ②体育教官室 

＜津波の場合＞ 

 ①３階会議室 

 ②○○神社 

本部長 校長  

副本部長 ○○  

班長○○  

○○  

○○  

※校長不在の場

合の本部長代行

を２名以上決め

ておく 

※記録や情報収

集など詳細な分

担も決めておく 

・各班との連絡調整 

・非常持出し品の搬出 

・校内の被災状況把握 

・記録日誌、報告書の作成 

・校内放送等による連絡や指示  

・応急対策の決定  

・教育委員会，市町村，ＰＴＡ等との

連絡調整，報告  

・消防署等への通報，報道機関等との

連絡，対応・情報収集 

緊急マニュアル・ 

学校敷地図・ラジオ 

ハンドマイク・懐中電灯 

緊急活動の日誌 

トランシーバー 

携帯電話 

マスターキー 

 

分担（班） 担当者名 役割 準備物 

安全点検 

消火班 

 

 

 

班長 厚生課長  

副班長○○  

○○ 

○○ 

○○ 

・初期消火，安全点検  

・避難，救助活動の支援  

・被害状況の把握  

・施設等の構造的な被害程度の調査及

び本部への報告 

消化器・ヘルメット 

ラジオ・道具セット 

手袋・被害調査票 

 

 

応急復旧班 ○○ 

○○ 

・被害状況の把握  

・応急復旧に必要な機材の調達，管理  

・危険箇所の処理及び立入禁止措置  

・避難場所の安全確認  

被害調査票 

ヘルメット 

構内図 

ロープ 

安否確認 

避難誘導班 

 

 

 

班長 教務主任 

副班長○○  

 

担任 

（授業担当者） 

・揺れがおさまった直後に負傷の程度

を的確に把握し，本部に報告  

・安全な避難経路を使っての避難誘導  

・行方不明の児童生徒等，教職員を本部

に報告 

クラス出席簿 

行方不明者の記入用紙 

 

 

 

保護者連絡

班 

担任 

（年次主任） 

・連絡手段の検討・決定  

・引き渡し場所の指定  

・児童生徒等の引き渡し作業  

・引き渡しの際の身元確認  

引き渡しカード・出席簿 

集合場所配置図 

救急医療班 班長 養護教諭  

副班長○○ 

○○ 

○○ 

・応急手当の実施  

・応急手当備品の確認  

・負傷や応急手当の記録  

・負傷者等の医療機関への送致・連絡  

応急手当等の備品 

ＡＥＤ・担架・水 

健康カード 

安全靴・マスク 

 救護班 ○○  

○○  

・負傷者の救出，救命  

・負傷者や危険箇所等の確認及び通報  

避難所支援

班 

 

班長 生徒指導

主事  

副班長○○  

○○ 

・市町村及び関係する地域自主防災組

織等と連携し，学校が避難所となっ

たときの避難所運営支援  

ラジオ・バリケード・ 

ロープ・校内配置図 

避難者への指示看板 
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＜作成上の留意点＞ 

・班編制や分担内容は、学校規模や状況によって、編成する必要がある。 

・時間の経過とともに状況が変化するため状況に応じて担当班員を移動・補充させる。
また重複も可能とする。 

・避難所支援班は、長期化することも考慮し、別編成で対応することも考えておく。   

＜参考資料＞ 

  ・「学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き」（Ｈ２４文科省）ｐ２４、２５ 

  ・「学校保健・安全・給食管理の手引き」（Ｈ２１県教育庁保健体育課）ｐ１２９、１３７ 

 

１１ 災害発生時における被害報告及び緊急連絡先（例） 

 

（１）教育委員会への報告（県立学校の場合） 

※市町村立学校は、各教育委員会の報告規則等により、記載すること。 

 

・報告は、被害状況を速やかに県教委担当課へ電話連絡するとともに、その後適宜状況をＦ 

ＡＸ等により連絡する。 

・電話、ＦＡＸが利用できない場合は、災害時用緊急電話または、メール等で報告する。 

 （県立学校では、災害時電話として平成２４年度からＰＨＳを配備している。） 

 

【勤務時間内】 

報告内容 担当課 
①所属電話番号 

②ＦＡＸ 
災害時用携帯電話 

公立学校関係施設 

（教職員住宅、調理場等

含む） 

財務課 TEL：086-226-7574 

FAX：086-221-8041 

080-3243-6731 

080-3702-7759 

児童生徒・教職員の被害 

 

臨時休業 

 

教科用図書等の被害 

高校教育課高校

魅力化推進室 

TEL：086-226-7578 

FAX：086-224-2535 

090-8568-6619 

義務教育課 TEL：086-226-7584 

FAX：086-224-3035 

090-6512-5791 

特別支援教育課 TEL：086-226-7587 

FAX：086-224-0612 

080-3502-4911 

学校給食関係被害 

学校給食用物資被害 

保健体育課 TEL：086-226-7590 

FAX：086-226-3684 

080-3917-4694 

 

【勤務時間外・休日】 

報告内容 担当課 
①所属電話番号 

②ＦＡＸ 
災害時用携帯電話 

児童生徒、教職員の被害 

その他被害 

教育政策課 TEL：086-226-7571 

FAX：086-224-2135 

080-3155-3004 

080-4352-7897 

公立学校関係施設 

（教職員住宅、調理場等

含む） 

財務課 TEL：086-226-7574 

FAX：086-221-8041 

080-3243-6731 

080-3702-7759 
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（２）関係機関連絡先 

連絡先 電話番号 ＦＡＸ 

○○市危機管理部署   

○○消防署   

○○病院   

   

   

 

 

 

１２ 児童生徒等の保護者への引き渡し（例） 

 

 

（１）引き渡し基準 

 

 

地震 

 

※学校を含む地域の

震度が基準 

震度４以下 原則、下校させる。 

（但し、交通機関に混乱が生じて保護者が帰宅困難になる場

合が予測される場合、事前に保護者からの届けがある児童生

徒等については、学校で待機させ、保護者の引き取りを待つ。 

震度５弱以上 保護者が引き取りに来るまで学校に待機させる。 

 

 

津波 

 

津波警報 

大津波警報 

解除されるまで下校させない。 

保護者への引き渡しも行わない 

その他 

（二次災害） 

 

河川氾濫、建物倒

壊による通学路

の危険 

引き渡し、下校の安全確保が困難な場合は、校長判断により、

児童生徒を学校に待機させる。 

 

（２）引き渡し方法 

 

○ 引き渡しの原則    

震度４以下 原則下校させる。但し、事前に保護者からの届けがある児童生徒について

は学校で待機させ、保護者の引き取りを待つ 

震度５弱以上 保護者が引き取りに来るまでは、児童生徒等を学校で保護しておく。 

 

○ 引き渡し手順 

   ①引き渡し場所の決定  

②引き渡しカードの準備・児童を待機場所へ（担任等） 

③保護者対応 ・保護者誘導 

・引き渡し説明 

④引き渡し  ・カードの照合 

       ・引き渡し（連絡先の確認・名簿へのチェック） 

       ・今後の連絡等 

⑤引き渡した児童生徒の集約と教育委員会への報告 

⑥残った児童生徒の保護 
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＜作成上の留意点＞ 

 ・電話やメールが使用できないことも考えられるため，引き渡しのルールや連絡方法等を
事前に文書等で周知・徹底をしておく必要がある。 

  （例）○電話・メールにて連絡する ○学校のホームページに掲載する ○学校の玄関
や市町村役場等に避難状況を掲示して知らせる 等の方法がある  

 ・児童生徒の長期間の待機を想定し、心のケア、食料の確保、宿泊等の対応も考えておく
必要がある。 

 

＜参考資料１＞ 

 ・「学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き」（Ｈ２４文科省）ｐ２６、２７ 

 ・「学校保健・安全・給食管理の手引き」（Ｈ２１県教育庁保健体育課）ｐ１４１ 

＜参考資料２＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き渡しカード（例） 

緊急時引き渡しカード（例） 

（児童生徒名） 

 

   年  組 

（きょうだい） 

  年   組 

  年   組 

番号 引き取り者氏名 連絡先（電話、住所） 児童との関係 チャック欄 

 

１ 

保 

護 

者 

 電話： 

携帯： 

住所： 

  

 

 

２ 

 

 

 

電話： 

携帯： 

住所： 

  

 

３ 

 

 

 

電話： 

携帯： 

住所： 

  

震度４以下でも、交通機関に影響が出た場合は児童を学校に待機 

させますか。待機を希望する場合は右の欄に○をしてください。 
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１３ 避難所運営支援体制（例） 

（１）避難所運営支援の流れ 

○避難所の開設（解錠） 

   ＜休日・夜間の場合＞  

           ①校長 ②副校長・教頭 ③事務（局・部）長 ④自治会長○○ 

   ＜平日の場合＞ 

           ①生徒指導主事 ②○○○ 

 ○避難所開設の報告 

    校長→教育委員会（連絡先：      ） 

 

 ○（避難所指定されている場合） ○○市町村災害対策本部（連絡先：     ） 

                 避難所運営担当者（氏名      ）（連絡先：     ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治組織の立ち上げ・確立 

（地震発生）児童生徒の安全確保 

地域住民等の学校への避難 

避難所の開設 

避難所の管理・運営 

避難所機能と学校機能の同居 

避難所機能の解消と学校機能正常化 

・施設設備の安全点検 

     （使用不可の判断） 
・教育委員会への報告と災害対策本部との 
 連絡 

・開放区域の明示 
・ 

・駐車場を含む誘導 等 

・名簿作成（受付） 
・水や食料等の確保 
・備蓄品の管理と仕分け、配付等 

・衛生管理整備 

・自治組織への協力 
・ボランティアとの調整 

・要援護者への協力  等 
 

・学校機能再開のための準備 
 

日常生活の回復 

※考えられる事柄を記入していきましょう。 

施設設備の被災状況の点検 

避難者受け入れ準備 
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（２）避難所運営支援をする場合の役割分担  

班名 担当者名 役割 

総括班 班長 生徒指導主事  
副班長○○ 

各班の取りまとめ、避難所記録、地域との連携連絡、
避難所内外の情報収集と発信、 

安全点検・巡視班 ○○ 

○○ 

施設設備の点検、立入禁止区域の設定、避難者誘導・
交通整理、防火防犯警備 

避難者管理班 ○○ 
○○ 

避難者受付（避難者名簿管理等）、問い合わせ対応 

郵便物・宅配物の取り次ぎ 

食料物資班 ○○ 
○○ 

食料、物資の調達、受入、管理 

配給 

保健・衛生班 ○○ 
○○ 

衛生管理、ゴミ、風呂、トイレ 

掃除、医療介護 

ボランティア班 

 

○○ 
○○ 

ボランティアの受入・管理 

  

  

（３）学校が避難所になった場合の収容場所と収容人数・禁止場所区域（例） 

収容場所 収容人数 立ち入り禁止場所 理由 

体育館 200 人 校長室・事務室 災害対策本部室 

武道場 100 人 職員室  

１階多目的ホール ○○人 放送室  

家庭科室（畳） ○○人（病人用） 理科室 薬品等 

１－１教室（1 階） ○○人 調理室 炊き出しに使用 

１－２教室（1 階） ○○人 2 階以上教室 授業再開用確保 

１－３教室（1 階） ○○人 進路室 個人情報あり 

  保健室 薬等 

校内地図：（青･･･避難場所区域  赤･･･立ち入り禁止区域  緑･･･共有スペース） 

 

 

 

 

 

 

      ※収容場所、立ち入り禁止区域等を示した校舎図を作成しましょう 
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＜作成上の留意点＞ 

 ・避難所運営は、本来的には自治体の防災担当部局が責任を有するものであるが、大災害
時には、運営担当者が適切に配置されないことも想定されることから、教職員が避難所
の開設準備や運営について、中心的な役割を担う状況が考えられる。 

 ・教職員の本来の役割は、児童生徒等の安全確保・安否確認・教育活動の早期正常化であ
ることから、これらの活動が適切に行われるよう、事前に防災担当部局や地域住民等関
係者・団体と体制整備を図り、できる限り地域住民等が主体的に避難所運営できる状況
を作っておくことが必要である。 

 ・避難場所については、児童生徒の安全確保や授業再開時の混乱防止のため、児童生徒と
避難者のスペースや動線を分けるなどの工夫が必要である。 

 ・避難者を円滑に避難場所へ誘導するため、掲示や看板等を作成しておく等の工夫が必要
である。 

 

○学校が避難所に指定されている場合○ 

  各自治体が作成している避難所開設やマニュアルと併せ、教職員が協力できる内容に 

ついて関係機関とあらかじめ調整しておくこと。 

 

 ○学校が避難所に指定されていない場合○ 

  地域住民が避難場所として来校する可能性があることを想定し、避難所開設の準備をし
ておく必要がある。 

 

 

＜参考資料＞ 

 ・「学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き」（Ｈ２４文科省）ｐ２８ 

 ・「学校保健・安全・給食管理の手引き」（Ｈ２１県教育庁保健体育課）ｐ１３５、１３６ 

・各市町村地域防災計画・避難所運営マニュアル等 
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＜その他参考資料＞ 

災害時に個人の役割が明確になるよう、考えられる行動を記入し、日常見える場所へ掲示
しましょう。            

災害時（大地震発生時）アクションカード 

        担 任 用 

氏  名 場  所 役   割 

 

○○○ 

 

１－１教室 

安否確認・避難誘導班 

避難者誘導班 

一次避難場所 二次避難場所 ＜連絡先＞学校（          ） 

校長   （          ） 

教頭   （          ） 

学年主任 （          ） 

 

グラウンド 

 

○○神社 

                    （例）各自考えられる行動を記入しましょう。                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜作成上の留意点＞ 

・管理職・担任・養護教諭等、個々に行うべき内容について、その役割や行動を把握する
ために作成する。 

 ・日常、目の見える場所に掲示したり、携帯することで行動をより迅速に明確にする。 

 ・校内研修等で活用し、個々に学校の防災マニュアルで役割や行動を確認しながら作成す
ると効果的である。 

保護者への引き渡し 

児童生徒等の安全確保 

避難誘導 

避難後の対応 

保護者への連絡 

避難所運営支援 

＜授業時＞・「机の下に隠れろ」「頭を守れ」などの指示 
・出口の確保 
・避難場所等の指示を明確に伝える。 

＜授業外＞ 

＜授業時＞・「おさない はしらない しゃべらない も
どらない」の指示 

     ・ 
＜授業外＞ 

 
＜授業時＞ 

 
＜授業外＞ 

＜伝える内容＞ 
・ 
・ 
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災害時（大地震発生時）アクションカード 

       管 理 職（校長・教頭）用 

氏  名 場  所 役   割 

 

○○○ 

 

校長室（職員室） 

職員等安否確認・情報収集・避難場所指示 

災害対策本部の設置 

一次避難場所 二次避難場所 ＜連絡先＞学校（          ） 

校長（教頭 ）  （        ） 

○○教育委員会  （        ） 

○○市災害対策本部（        ） 

 

 グラウンド 

 

 ○○神社 

                    （例）各自考えられる行動を記入しましょう。                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策本部の設置

保護者への引き渡し 

教職員等安否確認 

情報収集・避難経路確認 

避難場所指示 

安否確認・被害状況の収集 

避難所運営支援 

・ 
・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 
・ 
 

・ 

・ 

 

 

・ 

・ 

 

保護者への引き渡し 
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１４ 災害時の学校再開までの手順等について(例) 

 

（１）学校機能再開に向けた準備 

 

 災害後、いつどのようにして学校を再開するかは、災害の種類や規模等によっ

て判断が異なる。また、学校が避難所となっている場合には、避難所としての機

能を維持したまま学校教育機能を再開すべき場合もあるなど、状況に応じた対

応をすべきであるが、例えば、以下のような観点を総合的に判断して、教育委員

会とも協議のうえ、学校再開の可否を判断するものとする。 

 

 

【学校機能の再開に向けた準備をするか否かの判断基準】 

□ 児童生徒等や教職員が避難所で生活しているか、自宅で生活しているか

を問わず、全般的に日常生活（衣食住）や心身面での安定を取り戻しつ

つあるか。 

□ 児童生徒等や教職員が使用する教科書、補助教材、教具など、教育活動

に必要な環境が整っているか。 

□ 避難者の自宅等から学校への移動ルートが安全に確保されているか。 

□ 学校の施設・設備や教職員のマンパワー面において、学校としての教育

機能を果たせる状況になっているか。 

□ 学校が避難場所となっている場合、学校教育活動のため場所を確保でき

る状況になっているか。 

□ ライフラインの復旧（水道、電気、ガス）が進み、最低限の教育環境が

確保されているか。 
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 学校再開に向けては、例えば以下のような事項について確認をしながら、段

階を追って準備を進める。 

 

【確認事項例】 

□ 児童生徒等、教職員の連絡先（避難先）の確認 

□ 児童生徒等、教職員が使用する教科書、補助教材、教具等の現況確認 

□ 児童生徒等、教職員の生活状況（衣食住）の確認 

□ 児童生徒等、教職員の心身の状況確認 

□ 学校の施設・設備等の確認 

―教育活動を行うための教室、体育館等の安全性の確認 

―学校そのものが、なおも避難所として使用されている場合、児童生徒

等以外の地域 

住民の避難人数と他施設（仮設住宅や自宅等）への移動の見込み 

  ―児童生徒等、教職員の通学、通勤手段及び通学、通勤ルートの安全性 

□ 校内のライフラインの復旧状況 

□ 教育委員会や自治体の防災担当部局へ協議・要請すべき事項 

―スクールカウンセラー、教職員、行政職員の派遣 

―地域の状況（通学、通勤ルートの被災状況） 

―教科書、教材、教具等の確保 

―ライフラインの復旧 

―施設修繕箇所の集約 

―学校の再開の可否 

 

（２）学校再開に向けた準備のための役割分担 

班名 役割 

総括班 

※校長、教頭等の 

管理職が担う 

教育委員会や自治体防災担当との協議、要請 

総務班 児童生徒等、教職員の連絡先（避難先）確認 

児童生徒等、教職員の通学・通勤手段、通学・通勤ルー

ト確認 

教育班 児童生徒等、教職員の教科書、教材等の確認 

児童生徒等、教職員の教育環境（施設・設備等） 

生活班 児童生徒等、教職員の生活状況（衣食住）確認 

避難所運営班 学校が避難所となっている場合、避難所の運営 

地域住民の学校への避難状況や避難所退去見込み 


